
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんとの「時間」と「場所」の共有 
校長 瀬 川  恵 

  

 苫小牧市教育委員会では、１１月を「親子読書強調月間」と定めています。 

本校では今週（10 月 24 日～31 日）、「親子読書期間」と

し、学校図書室から借りられる冊数を２冊にする取組を行い

ました。（詳細は２１日発行の「図書室だより」をご覧くだ

さい） 

読書は子どもたちの言語能力を高め、人生に豊かさを与え

るものです。読者が好きで、進んで本に親しむ子どもたちを

さらに増やし育てるためには、保護者の皆様のご理解とご協

力が必要です。ご家庭の中で、お子さんと「時間」と「場所」

を共有した「親子読書」に取り組んでみてはいかがでしょうか。 

「親子読書」を通して読んだ本の感想を語り合い、親子のコミュニケーションが活発になれば、

親子の絆が更に深まるでしょう。 

 

『北海道教育の日』 

「北海道教育の日」とは家庭、学校、地域社会及び行政などが一体と

なって教育に関する理解と関心を高めるための様々な取組を展開するこ

とによって、道民の皆さんが子どもたちに対する教育について考え、語

りあい、行動するきっかけとしていただく日です。 

 民間団体により組織された「北海道教育の日」制定推進協議会が平成

１８年に毎年１１月１日を「北海道教育の日」として制定しました。 

 ＝家庭における具体的な取組例＝ 

  ○家庭教育について認識を高める取組 

   ・親から子への読み聞かせ ・親と子の「将来の夢」語らい 等 

                 ＝「北海道教育の日」パンフレットより抜粋＝ 

 

ありがとうございます！ 

   １６日（日）、本校の「おやじの会」の皆さんが 

  鉄棒のペンキ塗りをしてくださいました。 

ありがとうございました。 

 

 

 令和４年度 苫小牧市立北光小学校 

学校だより №８ 

令和４年１０月２８日発行 

○学校教育目標  ２１世紀を力強くともに生きぬく児童の育成 ～かしこく ただしく たくましく～ 

○１１月の重点指導目標 本をたくさん読もう 



山手歩道橋 補修工事のお知らせ 
北光小学校の通学路となっているグラウンド

北側の山手歩道橋の補修工事が行われます。補修

工事中も通ることができます。 

しかし、工事期間中に一時的に使用できない時

期が発生します。通学路に変更が出る際には、教

員による見守りや誘導員等がついて安全第一に

進めていただきますので、ご理解、ご協力をお願

いします。 

施工期間：令和４年１０月３１日～１２月上旬 

作業時間：午前８時３０分～午後５時 

工事場所：苫小牧環状線 山手歩道橋 

１１・１２月の行事予定 

年間行事からの日課の追加・変更 

・１１月２１日(月)学習発表会児童公開 

・１１月２５日(金)学習発表会保護者公開 

・１２月 ８日(木)…中学年参観日 

 （１～４年生：５時間授業、 

５・６年生：６時間授業） 

・１２月 ９日(金)…低学年参観日 

（１～３年生：５時間授業、 

４～６年生：６時間授業） 

・１２月１２日(月)…高学年参観日 

（全学年５時間授業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の感染症の状況によっては各行事の延

期・中止等、対応が変更となる場合があります。

急な対応になる場合もありますが、ご理解をお

願いいたします。 

登下校のマスクについて 

登下校中のマスクの着用については、これまでも学校からのお

便り等でお願いしていました。 

登下校中は、教員の目が届きづらい時間になります。また、屋

外といえども、十分な距離を取らずに会話を楽しみながら下校す

る児童が多いことを予想して、感染対策として統一してきまし

た。屋外でのマスクは原則不要であり、外すことができることを

指導しますが、会話を楽しみながら登下校する際には、今後もマ

スクを着用するように指導していきます。 

 保護者向けリーフレット 

「学校と家庭が協力した『いじめ対応』」について 

いじめの未然防止、早期発見・早期対応の取組を徹底するためには、学

校、家庭がともに、いじめに対する認識、理解を深め、いじめを正確に認

知して対応することが重要です。 

北海道教育委員会作成のリーフレットのＱＲコードを添付しますのでご

覧いただき、「いじめについて共通理解」を改めて図りたいと思います。 

なお、本校のいじめ問題の取組については、学

校ＨＰに「学校いじめ防止基本方針」として、す

でにお知らせさせていただいているところです。

学校として対応については保護者の皆様にもご理

解いただき、今後もご協力をお願いしたします。 

 

北海道自転車条例に基づく 

自転車の安全利用について 

保護者の皆様におかれましては、お子様の自転

車の利用について、いつも注意喚起をしてくださ

っていることと思います。 

さて、乗車用のヘルメットの着用は条例で自転

車利用者の努力義務となっております。 

また、自転車損害賠償保険等へ

の加入の大切さについてはしっ

かりと理解していただき、各ご家

庭でご検討を願いいたます。 


